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【公表番号】特表2017-539029(P2017-539029A)
【公表日】平成29年12月28日(2017.12.28)
【年通号数】公開・登録公報2017-050
【出願番号】特願2017-530734(P2017-530734)
【国際特許分類】
   Ｇ０６Ｆ  13/00     (2006.01)
   Ｇ０６Ｆ  12/00     (2006.01)
【ＦＩ】
   Ｇ０６Ｆ   13/00     ５２０Ｃ
   Ｇ０６Ｆ   12/00     ５４６Ｋ

【手続補正書】
【提出日】平成30年12月13日(2018.12.13)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　コンテンツ配信ネットワーク（ＣＤＮ）で動作可能な、コンピュータにより実施される
方法であって、
　前記ＣＤＮにおけるノードにより、
　（Ａ）コンテンツについてのリクエストに応答して、前記コンテンツがローカルにキャ
ッシュされたかどうかを判断する段階と、
　（Ｂ）前記コンテンツがローカルにキャッシュされたと判断された場合には、
　　（Ｂ）（１）前記コンテンツに関連付けられている現在のキャッシュポリシーを判断
し、次に、
　　（Ｂ）（２）前記コンテンツに関連付けられている前記現在のキャッシュポリシーに
基づいて、ローカルにキャッシュされた前記コンテンツを供給することが許容可能かどう
かを判断し、
　　（Ｂ）（３）（Ｂ）（２）での前記判断に基づいて、
　　　（ｉ）ローカルにキャッシュされた前記コンテンツを供給することが許容可能では
ない場合、前記コンテンツの新たなバージョンを取得し、次に、前記コンテンツの前記新
たなバージョンを供給し、
　　　（ｉｉ）ローカルにキャッシュされた前記コンテンツを供給することが許容可能で
ある場合、ローカルにキャッシュされた前記コンテンツを供給する段階と
　を備え、
　バージョン識別子はキャッシングポリシーに関連付けられ、（Ｂ）（１）において前記
現在のキャッシュポリシーを判断する前記段階は、（ｉ）前記現在のキャッシュポリシー
と関連付けられている第１バージョン識別子を、前記ＣＤＮにおける前記ノードでの前記
コンテンツに関連付けられているキャッシュポリシーに関連付けられている第２バージョ
ン識別子と比較し、（ｉｉ）前記第１バージョン識別子が前記第２バージョン識別子と同
一である場合、前記ノードでの前記コンテンツと関連付けられている前記キャッシュポリ
シーを前記現在のキャッシュポリシーとして使用し、そうでなければ、前記ノードとは別
個の位置から前記現在のキャッシュポリシーを取得する段階を有する、方法。
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【請求項２】
　（Ｃ）前記コンテンツがローカルにキャッシュされなかったと判断された場合には、（
Ｃ）（１）前記コンテンツを取得し、次に、（Ｃ）（２）（Ｃ）（１）において取得した
前記コンテンツを供給する段階
　をさらに備える、請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　前記リクエストはＨＴＴＰリクエストを含み、前記コンテンツは１または複数のリソー
スを含む、請求項１または２に記載の方法。
【請求項４】
　前記現在のキャッシュポリシーは、前記ノードとは別個の位置から判断される、請求項
１から３のいずれか一項に記載の方法。
【請求項５】
　前記位置はデータベースである、請求項４に記載の方法。
【請求項６】
　前記キャッシュポリシーは、前記ＣＤＮ内でのコンテンツのキャッシングに関する、請
求項１から５のいずれか一項に記載の方法。
【請求項７】
　前記キャッシュポリシーは、前記ＣＤＮ外でのコンテンツのキャッシングにも関する、
請求項６に記載の方法。
【請求項８】
　コンテンツ配信サービス（ＣＤＮ）において動作可能なコンピュータに、
　（Ａ）コンテンツについてのリクエストに応答して、前記コンテンツがローカルにキャ
ッシュされたかどうかを判断する段階と、
　（Ｂ）前記コンテンツがローカルにキャッシュされたと判断された場合には、
　　（Ｂ）（１）前記コンテンツに関連付けられている現在のキャッシュポリシーを判断
し、次に、
　　（Ｂ）（２）前記コンテンツに関連付けられている前記現在のキャッシュポリシーに
基づいて、ローカルにキャッシュされた前記コンテンツを供給することが許容可能かどう
かを判断し、
　　（Ｂ）（３）（Ｂ）（２）での前記判断に基づいて、
　　　（ｉ）ローカルにキャッシュされた前記コンテンツを供給することが許容可能では
ない場合、前記コンテンツの新たなバージョンを取得し、次に、前記コンテンツの前記新
たなバージョンを供給し、
　　　（ｉｉ）ローカルにキャッシュされた前記コンテンツを供給することが許容可能で
ある場合、ローカルにキャッシュされた前記コンテンツを供給する段階と
　を実行させるためのプログラムであって、
　バージョン識別子はキャッシングポリシーに関連付けられ、（Ｂ）（１）において前記
現在のキャッシュポリシーを判断する前記段階は、（ｉ）前記現在のキャッシュポリシー
と関連付けられている第１バージョン識別子を、前記ＣＤＮにおけるノードでの前記コン
テンツに関連付けられているキャッシュポリシーに関連付けられている第２バージョン識
別子と比較し、（ｉｉ）前記第１バージョン識別子が前記第２バージョン識別子と同一で
ある場合、前記ノードでの前記コンテンツと関連付けられている前記キャッシュポリシー
を前記現在のキャッシュポリシーとして使用し、そうでなければ、前記ノードとは別個の
位置から前記現在のキャッシュポリシーを取得する段階を有する、プログラム。
【請求項９】
　（Ｃ）前記コンテンツがローカルにキャッシュされなかったと判断された場合には、（
Ｃ１）前記コンテンツを取得し、次に、（Ｃ２）（Ｃ）（１）において取得した前記コン
テンツを供給する段階を前記コンピュータにさらに実行させる、請求項８に記載のプログ
ラム。
【請求項１０】
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　前記リクエストはＨＴＴＰリクエストを含み、前記コンテンツは１または複数のリソー
スを含む、請求項８または９に記載のプログラム。
【請求項１１】
　前記現在のキャッシュポリシーは、前記ＣＤＮにおけるノードとは別個の位置から判断
される、請求項８から１０のいずれか一項に記載のプログラム。
【請求項１２】
　前記位置はデータベースである、請求項１１に記載のプログラム。
【請求項１３】
　前記キャッシュポリシーは、前記ＣＤＮ内でのコンテンツのキャッシングに関する、請
求項８から１２のいずれか一項に記載のプログラム。
【請求項１４】
　前記キャッシュポリシーは、前記ＣＤＮ外でのコンテンツのキャッシングにも関する、
請求項１３に記載のプログラム。
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